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１ 工事監査の期日  

  令和元年１２月３日（火）  

 

２ 監査の対象  

  上下水道部水道課  

  ３１国補更新第１号   市道逆井５７・７４号線 配水管布設工事  

 

３ 監査の方法 

  工事監査にあたっては、令和元年度工事監査実施要項を基に、工事の設

計及び施工が法令に基づいて適正かつ効率的に執行されているか等を主

眼とし、関係資料の提出を求め担当職員から説明を聴取し、また、工事

現場での請負者からの説明及び工事現場を調査し実施した。 

  なお、この工事監査は技術面を伴うため、調査業務を委託した公益社団

法人日本技術士会の協力を得て実施した。 

 

４ 工事の概要  

 （１）施行場所  坂東市逆井地内  

 （２）契約金額  １７，０９４，０００円（消費税を含む）  

 （３）契約年月日  令和元年１０月１１日  

 （４）工事期間  令和元年１０月１２日～令和２年１月３１日  

 （５）工事概要 

配水管布設工事 ＨＰＰＥ φ１００ｍｍ Ｌ＝２９４．０３ｍ 

ＨＰＰＥ φ ７５ｍｍ Ｌ＝ １２．６０ｍ 

ＨＰＰＥ φ ５０ｍｍ Ｌ＝  ６．３６ｍ 

 

５ 監査の結果  

  地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、工事監査を執行した。  

  執行に当たり、公益社団法人日本技術士会に調査業務を委託した結果、

別紙のとおり調査報告書が提出された。  

  実施にあたっては、まず対象工事の事業計画から設計・積算、契約関係



および施工管理、安全管理など関係書類全般について調査した。また、

工事現場においては、設計図書との対比、施工管理・安全管理などにつ

いて調査した。  

その結果、計画・設計、数量計算・積算、入札・契約事務いずれも関

係法令等に準拠し、適切な数量計算であり、労務・安全関係についても

適切に実施されていると判断した。 

施工管理については、関係書類の整理は良好であり工程表通りの進捗

であった。 

水道の耐震化については、「ばんどう未来ビジョン」等の上位計画の中

にも明記されており、災害などの緊急時においても安全で安心できる水

の持続的な供給を確保するため、計画的な更新を行っていくことを要望

する。 

 



別紙 
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まえがき 

 

 本工事技術調査報告書は、坂東市監査委員の要請に基づき、表記工事に対し主として技術

的側面についての調査を実施し、その適否、あるいは問題点の把握分析を行い、必要に応じ

て改善案を提示し、もって工事監査参考資料として作成したものです。 

 

第１ 一般事項 

 

１ 調査目的 

本工事技術調査報告書は、地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、技術専門的な立

場から、主として当該工事に係わる①計画 ②設計 ③積算 ④工事監理 ⑤施工管理 ⑥施

工出来形等に関する事項、並びに当該業務実施に伴う①入札方法 ②契約 ③行政運営 ④

その他関連業務等に関する事項に対して調査を実施し、これら諸事項に係わる妥当性・公正

性・適正性・経済性・公平性の確認と、必要な助言等を行うことを目的としました。 

 

２ 調査実施日 

 令和元年１２月３日(火) 

 

３ 調査場所 

 坂東市役所２階２－２会議室及び工事現場 

 

４ 調査方法 

 調査は以下の手順により、関係者からの説明と質疑応答を交えて実施しました。 

 ① 主管課による工事概要等の説明聴取 

 ② 設計図書(設計図、積算書、仕様書等)の閲覧 

 ③ 工事請負契約書、主任技術者及び現場代理人選任届、その他契約書添付書類の閲覧 

 ④ 工事監理状況の確認 

 ⑤ 施工管理状況の確認 

 ⑥ 工事記録写真の確認 

 ⑦ 現場施工状況の確認 
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 ５ 工事監査当日の日程 

(１)工事監査日程                                      令和元年１２月３日 

時 間 内 容 場 所 出席者 

10:00～ 出席者紹介 
坂東市役所 

２階 2-2会議室 
水道課 

管財課 

設計業者 

・㈱吉沢水道ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

和久技術士 

市監査委員 

及び事務局 

10:05～ 
書類審査（設計・契

約） 
  

11:00～ 現場説明（聴取）   

12:00～ 昼食     

13:00～ 現地調査 
現場 

（坂東市逆井地内） 

水道課 

請負業者 

・逆井土建㈲ 

 
15:00～ 講評 

坂東市役所 

２階 2-2会議室 

15:30 解散 
坂東市役所 

２階 2-2会議室 
  

(２)工事監査出席者                           

No. 所 属 役 職 氏 名 備 考 

1 上下水道部水道課 課長 木村 睦   

2 〃 課長補佐兼係長 倉持正志   

3 〃 係長 柿沼潤也   

4 〃 主幹 飯野哲朗   

5 総務部管財課 課長補佐兼係長 荒井秀夫   

6 〃 主事 大久保智史   

7 ㈱吉沢水道コンサルタント 設計技術者 横田陽一   

8 逆井土建㈲ 工事部長 青木弘之  

9 〃 現場代理人 小林嘉幸   

10 坂東市監査委員 代表監査委員 飯田 修   

11 〃 監査委員 風見好文   

12 監査委員事務局 事務局長 遠藤浩司   

13 〃 副参事 鶴巻 勇   

14 〃 局長補佐兼係長 倉持佳代   

15 〃 主事 名越大翔   
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第２ 工事概要 

 

１ 工事件名 ３１国補更新第１号 市道逆井５７・７４号線 配水管布設工事 

(以下、工事という) 

２ 工事場所 坂東市逆井 地内 

３ 担当部署 上下水道部水道課 

４ 工 期                          令和元年１０月１２日～令和２年１月３１日 

５ 設計金額 １８,０７３,０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１,643,000 円） 

６ 予定価格 １８,０７３,０００円（事後公表） 

７ 請負金額  

 

８ 請負業者 

１７,０９４,０００円（落札率９４.６％） 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１,554,000 円） 

逆井土建有限会社 

９ 工事概要 

配水管布設工事  

・HPPE 

・HPPE 

・HPPE 

 

 

 

：φ１００mm L＝２９４.０３ｍ 

：φ７５ｍｍ L＝１２.６０ｍ 

：φ５０ｍｍ L＝６.３６ｍ 
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第３ 所 見 

 

技術調査を実施するに当たって、事業の各段階における着眼点を設定し、その項目に従っ

て調査を実施しました。よって所見もその項目ごとに記述するものとします。 

 

１ 事業の背景及び基本計画 

次の３項目の着眼点について確認し、評価しました。 

（１）上位計画との関連性は明確であるか。 

（２）地域住民の事業に対する理解は得られているか。 

（３）事業の工期設定は適切であるか。 

 

[所見]  

上記の項目ごとに所見を述べます。 

（１）上位計画との関連性 

ア ばんどう未来ビジョン  

坂東市では、「ばんどう未来ビジョン」として２０１７年から２０３７年の２０年間にわたる長期ビ

ジョンを立案しています。その中の「戦略プラン」では、まちづくりのテーマとして「１．ひとづく

り」「２．暮らしづくり」「３．都市づくり」「４．仕事づくり」の４つの基本方針が定められています。

期間は、平成３0（２０１８）年から４年間です。 

この中の「３．都市づくり」には、具体的施策として「３－３生活に密着したインフラ環境の充

実」が掲げられています。そのインフラ環境の充実のうち、水道整備に関して「坂東市水道ビ

ジョン」を策定し、事業を進めています。本工事は、その具体的事業の一つとして行われる上

水道工事です。 

イ 事業の起工理由 

上記を踏まえて、当該工事が起工されましたが、その理由は下記のとおりです。 

坂東市水道事業の所有する管路は、非耐震管路である硬質塩化ビニル管及びポリエチレ

ン管等が約９０％を占めています。また布設後４０年が経過しており、老朽化が懸念される状

況です。このため、耐震化を考慮した更新を計画的に実施していく必要があります。 

特に重要給水施設への給水に供する管路（配水管）は、災害時においても機能を確保す

る必要があります。このため、本工事は、重要給水施設管路について優先的に耐震化を図

ることを目的として実施するものです。 

（評価） 

以上より、当該工事は上位計画に沿った内容で、適正な計画がなされていると判断します。 
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（２）住民の理解 

住民への周知に関しては、行政区長に対して訪問し、事業内容を説明して理解を得ていま

す。また沿線１列目の住居に対してチラシを配布し、理解を得ています。 

現在までに苦情の発生はありません。 

（評価） 

住民の理解を得て事業が進められているものと判断します。 

（３）事業の工期設定 

契約工期は、令和元年１０月１２日～令和２年１月３１日です。 

工期の設定は、上位計画にて掲げられている事業を実施に移すものであり、適切な時期の

工事着手であると考えられます。 

令和元年１２月３日時点の進捗状況は、準備工が終了し、本日から管渠布設工事が始まっ

たとのことで、計画工程表のとおり工事が進められています。 

（評価） 

以上より、工期の設定は適切であると判断します。 

 

 

２ 計画及び設計 

次の５項目の着眼点について確認し、評価します。 

（１）事業目的に適合した設計になっているか。 

（２）安全性に関する検討はなされているか。 

（３）経済性に関する検討はなされているか。 

（４）関連法規、設計基準等の整備状況及び運用は適切であるか。 

（５）設計図面、その他の設計資料は適正に作成されているか。 

 

[所見] 

上記の項目ごとに所見を述べます。 

（１）事業目的との適合性 

本事業は、上位計画の中の「３．都市づくり」の中の「３－３生活に密着したインフラ環境の充

実」の一環として実施される上水道工事です。具体的には、重要給水施設への給水に供する

管路（配水管）が災害時でも機能を確保する必要があり、その具体策として重要給水施設管路

の耐震化を図るものです。 

（評価） 

本事業は、事業目的に適合していると判断します。 
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（２)安全性 

ア ＥＦ継手の採用 

本工事の目的の一つに配水管の耐震化があります。この対策としてＥＦ継手を採用してい

ます。ＥＦ継手は、電熱線を埋め込んだ継手に管を挿入した後、コントローラーから通電して

電熱線を発熱させ、継手と管の樹脂を加熱溶融して、接合する方法です。この施工方法によ

り管と継手が一体化し、管本体と同等以上の接合部強度を発揮するため、信頼性の高いパ

イプラインが構築でき、耐震性向上が図れます。 

イ 開削工事   

配水管の布設には開削工事が採用されています。 

一般的に、掘削深さが１．５ｍ以下である場合、山留工は実施しなくてもよいとされていま

す。本工事は掘削深さが１．２ｍであるので、山留工は実施していません。 

ただし、開削された床付け付近に作業員が入って管渠布設工事を行うので、地山が自立

するかどうか確認のための計算をすることが望ましいです。この点を確認したところ、本工事

ではその計算は実施していないとのことでした。 

地山の自立性については、土質定数を設定して安定性を計算することができます。標準

的な計算方法として下記があるので参考にしていただきたい。 

（計算例） 

対象土質が粘性土の場合、粘着力を C、単位体積重量を γ とすると地山の自立高さ

ｈは下記のような式①で与えられるので参考にして、検討していただきたい。 

ｈ＝２C/γ・・・・式① 

ウ 不断水工法の採用 

不断水工法が採用して施工に当たっています。この工法は高度な技術を要するもの

であるが、この工法の採用により市民の生活リズムに影響を与えることなく、工事を

進めることができます。 

 (評価) 

安全性に関しては、管路の耐震性の確保について、ＥＦ継手を採用しており、適切な設計内

容になっていると判断します。 

ただし、開削工事における地山の自立安定性検討については実施していないとのことでし

たが、改善を図っていただきたい。 

 

（３）経済性 

ア 国庫補助の適用を受けています。 

国庫補助適用の理由は、厚生労働省の「生活基盤施設耐震化等交付金の取り扱い」の

中の「重要施設給水施設配管」に該当する事業として認められたもので、金額は 800 万円で



 
 

7 
 

す。 

イ コストダウン対策として下記を行っています。 

残土の有効利用を図っています。すなわち、掘削残土を所定のストックヤードに運搬し、

鬼怒川の堤防補強工事材として活用しています。 

(評価) 

国庫補助金を受け、市の財政運営の効率化を図っています。 

また掘削残土は、鬼怒川の堤防補強工事材として活用されています。 

以上より、経済性を考慮した設計内容になっていると判断します。 

 

（４）関連法規、設計基準等の整備状況及び運用状況 

本業務は下記に準拠して行われています。 

ア 建設工事必携 茨城県土木部・茨城県企業局 

（ア）茨城県土木部・企業土木工事共通仕様書 

（イ）茨城県土木工事施工管理基準 

（ウ）茨城県土木工事出来形及び品質の規格値 

イ 茨城県土木部道路建設課 道路計画・設計マニュアル 

当該工事の設計ならびに施工に適用された設計基準、及び施工基準類は必要十分に

そろっており、担当者もその内容を十分理解して適用しています。 

（評価） 

設計内容は、これらの基準に準拠して適切に実施されていると判断します。 

 

（５）設計図面、その他の設計資料 

ア 設計図面、その他の設計資料は、必要なものが網羅されており、また内容も詳細に記 

述されていることを確認しました。 

イ 特記仕様書は、全体的に必要な項目は列挙されており、記述内容は適正であることを 

確認しました。 

（評価） 

図面その他の設計資料についても適正に作成されていると判断します。 

 

３ 積算 

次の着眼点について確認し、評価しました。 

（１）適用した積算基準、及び算出根拠は明確であるか。 

（２）算定額は明確かつ適正であるか。  

[所見] 
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上記をまとめて所見を述べます。 

（１）積算基準は、茨城県土木部 積算基準 及び標準歩掛 （土木編）に基づいています。 

（２）市場の労務単価・材料単価は、物価資料（建設物価、積算資料）を採用しています。こ

れらの資料にない単価は、３社の見積もりを取り寄せ、最低価格の単価を採用していま

す。 

（３）内訳書の編成は、数量、単価及び代価表等によって工事費用が組み上げられていま

す。 

（４）補助金は、工事費総額の中で処理されています。 

（評価） 

主要工種の内訳を抽出して確認しましたが、間違いや不整合等の問題は見られず、適正と

判断します。 

 

４ 入札及び契約 

次の２項目の着眼点について確認し、評価しました。 

（１）適正な入札方式が採られ、公正な評価がなされているか。 

（２）契約の条件が明示され、適切に契約されているか。 

 

[所見] 

上記をまとめて所見を述べます。 

（１）入札 

ア 入札方式 

一般競争入札方式が採用され、最低制限価格制度が採用されています。 

イ 入札参加要件 

坂東市に入札参加願を提出している業者が対象となります。また工事の区分や発注標

準金額が定められており、これに該当する業者で競争入札を行っています。 

ウ 予定価格（設計金額） 

予定価格は、18,073,000 円で事後公表です。 

エ 最低制限価格 

最低制限価格は、予定価格の約 84％の 15,191,000 円と設定されています。この

金額の設定は、坂東市建設工事最低制限価格設定要綱に基づき設定しており、入札

者の金額がこれを下回った場合、失格として扱います。 

オ 入札結果 

１６者の内の５者が、最低制限価格未満のため失格となり２者が辞退、２者が取り下りの

ため無効となり、残り７者の競争となりましたが、失格を除く最低入札額の逆井土建（有）が
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落札しました。落札率は 94.6％でした。 

（２）契約 

担当者からの以上のような説明を踏まえて、契約関係書類として、契約書、現場代理人・

主任技術者選任届、工程表などを確認しましたが、いずれも適正な内容でした。 

（評価） 

落札率が 94.6％と高率であるため談合の有無が懸念されましたが、担当者から「電子入札

を採用し、また入札書には内訳書を添付しており、それらを照合して確認した結果、談合の嫌

疑はなかった」との説明があり、了承しました。 

以上より、入札契約に関する諸手続は、問題ないと判断します。 

 

５ 工事監理及び施工管理 

現地において、次の７項目の着眼点について確認し、評価しました。 

（１）工事監理は適切に行われているか。 

（２）施工は設計に準拠して適正に実施されているか。 

（３）施工計画は適正に作成されているか。 

（４）工事施工に関する諸官庁への届け出は適切であるか。 

（５）施工管理（品質管理，安全管理）は適切に行われているか。 

（６）工事記録写真は施工順序に従い適切に整理されているか。 

（7）環境保全対策（廃棄物の処理，現場内の整理整頓）は適切に実施されているか。 

 

[所見]  

上記の項目ごとに所見を述べます。 

（１)工事監理 

当日の作業は、開削し、管渠を敷設しているところでした。 

質疑を通して市の担当部署の応答内容は的確であり、工事内容をよく把握しているという印

象を受けました。 

（評価） 

以上より、工事監理は適切に行われていると判断します。 

（２)設計への準拠 

構造物の出来形及び品質管理状況は、設計に準拠して施工されていることを確認しました。 

（評価） 

以上より、設計に準拠して適正に施工されていると判断します。 

（３)施工計画 

施工計画書は、各項目について必要事項が記載されており、工事の特徴や管理すべきポイ
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ントが明確に記述されていました。 

また、本体工事の施工計画主要部分には、作業項目ごとにイラストによる図解が多用されて

おり、第三者が見ても分かりやすく作成されていました。 

（評価） 

以上より、施工計画は適正に作成されていると判断します。 

（４)諸官庁への届け 

労働基準監督署への届け出書類は整備されていることを確認しました。 

（評価） 

以上より、諸官庁への届け出は適切に行われていると判断します。 

（５)施工管理 

ア 施工体制 

元請けは逆井土建(有)が施工に当たっていました。管理書類として、作業員名簿や有資

格者名簿等は本社に保管してあるとのことで監査時には閲覧できませんでした。 

市の担当者が確認することを希望します。 

イ 施工サイクル及び安全管理 

（ア）午前８：３０に朝礼・作業指示及び安全確認（KY 活動）を行い、引き続き機械の始業 

前点検のあと作業を開始し、夕方日没前に終了というサイクルで施工を進めています。 

（イ）朝礼時に作業打ち合わせと安全指示及びＫＹ（危険予知）活動を行い、口頭と書面に

て元請けから下請けへの指示が行われていることでしたが、書類は確認できません

でした。 

安全管理に関する責任の所在の明確化を図る意味で、日報及び安全指示書の管理

は重要なので、市の担当者による確認を希望します。 

（ウ）本社職員による安全パトロールは、適宜実施するとのことでした。 

（エ）現場の安全管理について、標識、バリケード、片付け、資機材の整理整頓、作業員の服

装、合図、交通誘導員の配置等を確認しましたが、問題点は見られませんでした。 

ウ 工程管理 

令和元年１２月３日時点の工事進捗状況は、計画工程どおりに進捗していることを確認し

ました。ただし、工程管理はバーチャート方式でした。この方式は縦軸に作業項目、横軸に

日程を書き、作業の予定日数と出来高を書いていくもので、分かりやすいという長所があり

ますが、出来高管理には不適であるという欠点があります。 

この問題を解決する管理方式として工程管理図法（通称、バナナ曲線法）があります。こ

の工程管理図法は、縦軸に出来高（金額）、横軸に日程を書き、最早工程で進捗した場合

の曲線と、最遅工程で進捗した曲線を描き、その曲線の間におさまるように工事の進捗を

管理するものです。この２つの曲線によってできる形がバナナの形に似ているのでバナナ
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曲線法と呼ばれることもあります。この方法は、工程管理と原価管理が同時にできるという長

所を有するものであるため、今後の研究課題としていただきたい。 

エ 品質管理 

（ア）ＥＦ（エレクトロフージョン）継ぎ手の雨天時の施工管理 

雨天時は、通電して樹脂を溶かす際に雨水が障害となって、水がある部分は溶けずに

残ります。 その部分は空間として残ってしまい、管と継手の樹脂は一体化しません。この

ため、この部分が継手部の弱点となり、正常な融着強度を発揮できません。 

したがって急な雨の場合はパラソルにより雨を避けることとしており、また長期にわたる降

雨の場合はテント等の対策を検討しているとのことでした。 

（６） 写真管理 

     工事写真は、工事に着手したばかりでまだ整理されていませんでした。しかし、工事着

手前の写真は、配水管工事終了後、原形復旧する際に重要な資料となります。市の担当

者が確認されることを希望します。 

 （評価) 

以上、施工管理に関して、施工体制、施工サイクル及び安全管理、工程管理、品質管理

について質疑応答を行ったが、適切に管理していることを確認しました。 

但し、確認はできなかった書類については、市の担当者が確認することを希望します。 

 

（７）環境保全対策 

コンクリート殻等建設産業廃棄物は、所定の中間処分場に搬出されており、マニフェストによ

り管理されていることを確認しました。 

（評価） 

環境保全対策は、適切に行われていると判断します。 
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むすび 

 

（１）技術調査全体の総括 

以上若干の要望事項を提起しましたが、基本的な大きな問題は見当たらず、全体的には良

好な監理運営により工事が進められているという印象を受けました。したがって、本調査では大

きな改善に関する指摘事項はありませんが、各項目で指摘した細かい確認事項については、

実施していただくようお願いいたします。 

なお、今後さらに質の高い行政運営を行っていただくために、研究課題として下記を提案い

たします。 

（２）事業に対する投資と最適工法選定について 

ア 費用便益分析（Cost Benefit Analysis：Ｂ/Ｃ） 

近年、公共事業に対して何でも反対する社会的風潮があり、必要と思われる事業まで予

算が削減されています。この風潮を打破するには、事業の正しい便益評価を行い、事業の

正当性を市民に訴えることが必要です。 

この中で費用は建設コストと維持管理費用の合計になります。 

また便益を評価する手法としては、厚生労働省や国土交通省がマニュアルを公表してい

るので参考にしていただきたいと思います。 

今回の対象工事は配水管布設工事ですが、インフラ施設の老朽化に伴う更新事業として

起工し、施工されている工事です。このような背景を考慮するとＢ/Ｃは、十分に便益が費用

を上回るものと予想されます。これらのことを研究され、理論構築をしておかれるよう希望しま

す。 

また上記のような定量的な費用対効果分析を行わなくても、市民から説明を求められた場

合に、即座に説明ができるよう本事業による定性的なメリットを文書でまとめておくよう希望し

ます。 

イ 最適工法の選定について 

（ア）不断水工法の採用  

     今回の工事は、老朽化した配水管の更新と耐震化を目的として実施される工事です。こ

のような配水管の更新工事は、市民の生活リズムに大きく影響与える工事となります。こ

の対策として、本市では高度な技術を要する不断水工法が採用して施工に当たってお

り、適切な工法選定であると評価できます。 

今後とも、発注者及び施工業者が一体となって苦情等が出ないよう施工管理にあたっ

ていただきたいと思います。 

 (イ)ＥＦ継ぎ手の採用 

今回は特にＥＦ継手を採用しています。 
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ＥＦ継手は、電熱線を埋め込んだ継手に管を挿入した後、コントローラーから通電して 

電熱線を発熱させ、継手と管の樹脂を加熱溶融して、接合する方法であるため、管と継

手が一体化し、管本体と同等以上の接合部強度を発揮することが期待できます。その結

果、本事業の目的である耐震化が確実に図れるもので、最適な工法を選定されたと評価

できます。 

これらの最適工法選定に関するノウハウを施工記録としてまとめ、今後の水道施設の更新

や維持管理に役立たせていただきたいと思います。 

（３）年末年始における施工管理について 

これから年末、年始を迎え、世の中が慌ただしくなっていきます。特に本工事は一 

般道で行われているため、一般の歩行者や車両に対する配慮が重要になってきます。

安全管理には十分に配慮され、無事故で竣工されるよう施工管理に当たっていただき

たいと思います。 

 

   末筆に当たりに、当日の工事技術調査に対し、熱心にご協力いただいた担当部課

各位に深く感謝申し上げます。                         

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


